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（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
五
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
法
務
大
臣
が
外
国
人
の
公
正
な
在
留
管
理
に
必
要
な
情
報
を
継
続
的
に
把
握
す
る
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め

所
要
の
改
正
等
を
行
う
ほ
か
、
外
国
人
研
修
生
等
の
保
護
の
強
化
を
図
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
の
導
入

１

法
務
大
臣
が
必
要
な
情
報
を
継
続
的
に
把
握
す
る
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
措
置

ア

法
務
大
臣
は
、
在
留
資
格
を
も
っ
て
我
が
国
に
中
長
期
間
在
留
す
る
外
国
人
（
外
交
・
公
用
の
在
留
資
格
者
等
を
除

く
。
以
下
「
対
象
外
国
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
氏
名
、
生
年
月
日
等
を
記
載
し
た
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
。

イ

対
象
外
国
人
は
、
上
陸
後
に
定
め
た
住
居
地
を
、
一
定
期
間
内
に
当
該
住
居
地
の
市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
法
務
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
住
居
地
を
在
留
カ
ー
ド
に
記
載
す
る
。
）
。

ウ

対
象
外
国
人
は
、
在
留
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
雇
用
先
等
の
所
属
機
関
や
身
分
関
係
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
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合
に
は
、
法
務
大
臣
（
住
居
地
に
つ
い
て
は
市
町
村
の
長
を
経
由
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ

法
務
大
臣
は
、
外
国
人
の
所
属
機
関
か
ら
、
対
象
外
国
人
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
。

オ

法
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
人
に
関
す
る
情
報
の
継
続
的
な
把
握
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
届
出
事
項
に
つ
い

て
事
実
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ

虚
偽
の
住
居
地
を
届
け
出
た
場
合
や
配
偶
者
の
身
分
を
有
す
る
者
と
し
て
の
活
動
を
継
続
し
て
三
月
以
上
行
わ
な
い

で
在
留
し
て
い
る
こ
と
等
を
取
消
事
由
に
追
加
し
、
取
消
手
続
に
お
け
る
書
面
の
送
達
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

キ

在
留
カ
ー
ド
偽
造
行
為
等
に
つ
い
て
罰
則
・
退
去
強
制
事
由
を
整
備
し
、
不
法
就
労
助
長
活
動
に
対
す
る
罰
則
を
整

備
す
る
。

２

適
法
に
在
留
す
る
外
国
人
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
措
置

ア

在
留
期
間
の
上
限
を
三
年
か
ら
五
年
に
引
き
上
げ
る
。

イ

再
入
国
の
許
可
の
有
効
期
間
を
三
年
か
ら
五
年
に
伸
長
し
、
有
効
な
旅
券
及
び
在
留
カ
ー
ド
を
所
持
す
る
外
国
人
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
一
年
以
内
の
再
入
国
許
可
を
不
要
と
す
る
。

３

特
別
永
住
者
に
係
る
措
置
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ア

法
務
大
臣
は
、
特
別
永
住
者
と
い
う
法
的
地
位
の
証
明
書
と
し
て
、
氏
名
、
生
年
月
日
等
を
記
載
し
た
特
別
永
住
者

証
明
書
を
交
付
す
る
。

イ

特
別
永
住
者
の
再
入
国
の
許
可
の
有
効
期
間
を
四
年
か
ら
六
年
に
伸
長
し
、
原
則
と
し
て
二
年
以
内
の
再
入
国
許
可

を
不
要
と
す
る
。

二
、
外
国
人
研
修
制
度
の
見
直
し

１

在
留
資
格
「
技
能
実
習
」
の
創
設

在
留
資
格
「
研
修
」
の
活
動
の
う
ち
実
務
研
修
を
伴
う
も
の
（
国
等
が
受
け
入
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
労

働
関
係
法
令
の
適
用
を
可
能
と
し
、
技
能
等
を
修
得
し
た
者
が
雇
用
契
約
に
基
づ
き
修
得
し
た
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従

事
す
る
た
め
、
新
た
に
在
留
資
格
「
技
能
実
習
」
と
し
て
整
備
す
る
。

２

悪
質
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
処
す
る
た
め
の
退
去
強
制
事
由
の
整
備

事
実
と
異
な
る
在
職
証
明
書
等
の
作
成
に
関
与
し
て
研
修
生
が
入
国
す
る
こ
と
を
幇
助
す
る
よ
う
な
悪
質
な
ブ
ロ
ー
カ

ー
に
対
処
す
る
た
め
、
偽
変
造
文
書
作
成
の
教
唆
・
幇
助
等
に
係
る
退
去
強
制
事
由
を
新
た
に
規
定
す
る
。

三
、
在
留
資
格
「
留
学
」
と
「
就
学
」
の
一
本
化
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留
学
生
の
安
定
的
な
在
留
の
た
め
、
在
留
資
格
「
留
学
」
と
「
就
学
」
の
区
分
を
な
く
し
、
「
留
学
」
の
在
留
資
格
へ
と

一
本
化
す
る
。

四
、
そ
の
他

入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
の
設
置
、
拷
問
禁
止
条
約
等
の
送
還
禁
止
規
定
の
明
文
化
、
不
法
就
労
助
長
行
為
に
係
る

退
去
強
制
事
由
等
の
整
備
等
を
行
う
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
特
別
永
住
者
証
明
書
の
常
時
携
帯
義
務
に
関
す
る
規
定
の
削
除
、
団
体
監
理
型

の
技
能
実
習
の
活
動
に
対
す
る
団
体
の
責
任
の
明
確
化
、
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
た
見
直
し
規
定
等
の
追
加
等
の
修
正
が

行
わ
れ
た
。


